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第３章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

＜通則＞

介護老人保健施設には常勤医師が配置されているので、比較的病状が安定している者に対する

療養については、介護老人保健施設の医師が対応できることから、介護老人保健施設の入所者で

ある患者（以下「施設入所者」という。）が、往診又は通院により受ける医療に係る診療料につ

いては、施設入所者以外の患者に対する算定方法とは別の算定方法を設けたものであり、施設入

所者に対しては、第１章基本診療料又は第２章特掲診療料は適用せず、第３章介護老人保健施設

入所者に係る診療料に規定するところによるものであること。

第１部 併設保険医療機関の療養又は医療に関する事項

併設保険医療機関とは、「併設保険医療機関の取扱いについて」（平成14年３月８日保医発

第0308008号）に規定する保険医療機関をいう。

１ 緊急時施設治療管理料

(１) 平成18年７月１日から平成30年３月31日までの間に介護老人保健施設の人員、施設及び

設備並びに運営に関する基準（平成11年厚生省令第40号）附則第13条に規定する転換を行

って開設した介護老人保健施設（以下「介護療養型老健施設」という。）においては、従

来の介護老人保健施設の入所者より必要な医療処置等の頻度が多い患者の割合が高いこと

から、緊急に医療処置等が必要となった場合にその費用について医療保険から給付をする

ものである。

(２) 介護療養型老健施設の併設保険医療機関の医師が、当該介護療養型老健施設に入所中の

患者の緊急時に、当該介護療養型老健施設の医師の電話等による求めに応じ、夜間又は休

日に緊急に往診を行った場合に算定する。ただし、患者１人につき1日１回、１月につき

４回に限る。

(３) 患者の緊急時とは、次のいずれかの状態の患者に対して、当該介護療養型老健施設の医

師が、医師による直接の処置等が必要と判断し、かつ、やむを得ない理由で対応できない

場合のことをいう。

ア 意識障害又は昏睡

イ 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪

ウ 急性心不全（心筋梗塞を含む。）

エ ショック

オ 重篤な代謝障害（肝不全、腎不全、重症糖尿病等）

カ その他薬物中毒等で重篤なもの

(４) 併設保険医療機関の保険医が往診を行った場合には、往診を行った患者の状態、当該介

護療養型老健施設の医師の氏名及び往診を行った日時について診療録に記載するとともに、

診療報酬請求明細書の摘要欄に次の事項を記載すること。

ア 併設保険医療機関の保険医が往診を行った月に介護保険の緊急時施設療養費を算定し

た場合はその日時

イ 対象患者が当該介護療養型老健施設の入所者である旨の記載
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２ 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料

(１) 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料は、施設入所者が、自己連続携行式腹膜灌流を行ってい

る場合に、その薬剤の費用を算定するものであること。

(２) 区分番号「Ｃ１０２」在宅自己腹膜灌流指導管理料の算定はできないものであること。

３ 施設入所者材料料

(１) 施設入所者材料料は、第２章第２部第２節第１款の在宅療養指導管理料（以下単に「在

宅療養指導管理料」という。）において算定することができるとされている特定保険医療

材料及び同節第２款の各区分に規定する加算の費用を算定するものであること。

(２) 在宅療養指導管理料の各区分に規定する指導管理料は算定できないものであること。

(３) 施設入所者材料料の算定方法は、在宅療養指導管理料の算定方法の例によるものである

こと。

４ その他の診療料

(１) 施設入所者に対する診療料として併設保険医療機関が算定できるのは別紙のとおりであ

ること。

(２) 特掲診療料の施設基準等第十六及び別表第十二に規定する検査等の取扱いによること。

(３) 算定できないものとされた診療料については、その診療に伴い使用した薬剤、保険医療

材料の費用についても算定できないものであること（ただし、特掲診療料の施設基準等第

十六の二及び三に掲げる内服薬、外用薬及び注射薬の費用は別に算定できる。）。また、

算定できるものとされた診療料に伴い使用した薬剤、保険医療材料の費用については、第

１章及び第２章の例により算定できるものであること。

第２部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

１ 施設入所者共同指導料

(１) 施設入所者共同指導料は、介護老人保健施設に入所中の患者の退所後の療養を担当する

病院である保険医療機関の医師（以下「担当医」という。）が、介護老人保健施設に赴き、

介護老人保健施設の医師と共同して、退所後の療養上必要な指導を行った場合に、１入所

につき１回に限り算定できるものであること。

(２) 施設入所者共同指導料は、退所して家庭に復帰する予定の患者が算定の対象となるもの

であること。

(３) 施設入所者共同指導料は、特別養護老人ホーム等医師又は看護師等が配置されている施

設に入所予定の患者は算定の対象としないものであること。

(４) 施設入所者共同指導料を算定した場合は、初診料、再診料、外来診療料、退院時共同指

導料、往診料及び在宅患者訪問診療料は算定できないものであること。

(５) 施設入所者共同指導料を算定する場合においては、担当医は診療録に介護老人保健施設

において行った指導の要点を記入すること。

(６) 特別の関係にある病院又は介護老人保健施設における算定は、行わないものであること。

２ 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料

(１) 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料は、施設入所者が、自己連続携行式腹膜灌流を行ってい

る場合に、その薬剤の費用を算定するものであること。

(２) 区分番号「Ｃ１０２」在宅自己腹膜灌流指導管理料の算定はできないものであること。
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３ 施設入所者材料料

(１) 施設入所者材料料は、在宅療養指導管理料において算定することができるとされている

特定保険医療材料及び第２章第２部第２節第２款の各区分に規定する加算の費用を算定す

るものであること。

(２) 在宅療養指導管理料の各区分に規定する指導管理料は算定できないものであること。

(３) 施設入所者材料料の算定方法は、在宅療養指導管理料の算定方法の例によるものである

こと。

４ その他の診療料

(１) 施設入所者に対する診療料として併設保険医療機関以外の保険医療機関が算定できるの

は別紙のとおりであること。

(２) 特掲診療料の施設基準等第十六及び別表第十二に規定する検査等の取扱いによること。

(３) 算定できないものとされた診療料については、その診療に伴い使用した薬剤、保険医療

材料の費用についても算定できないものであること（ただし、特掲診療料の施設基準等第

十六の二及び三に掲げる内服薬、外用薬及び注射薬の費用は別に算定できる。）。また、

算定できるものとされた診療料に伴い使用した薬剤、保険医療材料の費用については、第

１章及び第２章の例により算定できるものであること。


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	医科様式合体版
	別紙様式０１
	別紙様式０２〔改〕（医療区分・ADL区分）
	１枚目
	２枚目

	別紙様式０３
	別紙様式０４
	別紙様式０４の２　児童・思春期医療保護入院用
	別紙様式０５（栄養実施計画書）
	別紙様式０６（退院支援計画書）
	別紙様式０６の２　SW配置加算退院支援計画
	別紙様式０６の３_地域移行病棟_退院支援計画 (案)ver6
	別紙様式０７
	別紙様式０７の２評価書（ADL維持向上等体制加算）
	別紙様式０８
	別紙様式０９
	別紙様式０９の２
	別紙様式１０〔新〕小児かかりつけ医同意書
	別紙様式１１
	別紙様式１２
	別紙様式１２の２
	別紙様式１２の３
	別紙様式１２の４
	別紙様式１３
	別紙様式１４　訪問診療料【記録書】
	別紙様式１６
	別紙様式１７（精神訪問看護指示書）
	別紙様式１７の２（精神科特別訪問看護指示書）
	別紙様式１８（特別訪問看護指示書）
	別紙様式１９
	P1
	P2
	P3

	別紙様式１９の２
	別紙様式２０
	別紙様式２１
	別紙様式２１の２
	別紙様式２１の３
	別紙様式２１の４（リハ実施計画書）
	別紙様式２１の５（リハ実施計画書）
	別紙様式２２－１〔改〕　廃用症候群に係る評価表 23110
	Sheet1

	別紙様式２２－２（参考資料）疾病コード
	別紙様式２３
	評価様式
	計画様式 

	別紙様式２３の２
	別紙様式２３の３
	Sheet1

	別紙様式２３の４（リハ総合実施計画書）
	1ページ目

	別紙様式２３の５〔新〕　目標設定等支援・管理シート 23120
	別紙様式２４
	別紙様式２５
	Sheet1

	別紙様式２６
	別紙様式２７
	退院支援状況報告書（改め）

	別紙様式２８紹介率
	...xls)重症者加算

	別紙様式２９（精神科リエゾン診療実施計画書・治療評価書）
	治療評価書

	別紙様式２９の２（精神科リエゾン診療実施計画書・治療評価書）
	医療実施計画書

	別紙様式３０（病棟薬剤業務日誌）
	別紙様式３１〔新〕　デイケア報告ver2
	別紙様式３２（認知症療養計画）
	Sheet1

	別紙様式３３（ＤＩＥＰＰＳ）
	別紙様式３４喀痰吸引指示書
	別紙様式３５妥結率報告書
	別紙様式３６〔改〕（※別紙３６）向精神薬一覧
	別紙様式３６の２〔新〕（※別紙３６の２）抗精神病薬のクロルプロマジン換算係数
	別紙様式３７　統合失調症クリパス
	統合失調症、統合失調型障害及び妄想性障害パスシート

	別紙様式３７の２　気分障害クリパス
	気分（感情）障害パスシート

	別紙様式３８精神療養病棟の退院支援委員会
	修正版

	別紙様式３９（改）精神科経験医師
	別紙様式４０〔改〕精神科多剤報告書
	別紙様式４１アウトリーチ総合支援計画
	別紙様式４２入院時訪問指導加算
	別紙様式４３在宅褥瘡
	別紙様式●

	別紙様式４４〔新〕病理連携用紙
	Sheet1

	別紙様式４５〔新〕回リハアウトカム報告




